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業務の適正を確保するための体制及び当該体制の運用状況
　⑴ 業務の適正を確保するための体制についての決定内容の概要
　取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他会
社の業務の適正を確保するための体制についての決定内容の概要は、以下のとおりで
あります。

① 当社ならびに子会社の取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合する
ことを確保するための体制
　当社は、「グループ行動憲章」を策定し、代表取締役社長が継続的にその精神を
当社ならびに子会社の役員及び使用人に伝えることにより、法令遵守及び社会倫理
の遵守を企業活動の前提とすることを徹底する。
　当社及び子会社は、市民社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力排除に向
けた体制を構築し、反社会的勢力とは一切の関係を遮断する。
　当社は、財務計算に関する書類その他の情報の適正を確保するため、金融商品取
引法等の法令に準拠し、財務報告に係る内部統制の体制の整備を推進する。
　これらの徹底を図るため、当社は、コンプライアンスへの取り組みをグループ横
断的に統括することとし、当社が中心となりグループ全体の教育等を行う。
　また、法令上疑義のある行為について当社及び子会社の役員及び使用人が直接情
報提供を行う手段として「内部通報制度」を設置運営する。

② 取締役の職務の執行にかかる情報の保存及び管理に関する体制
　当社は、「文書取扱規程」及び「稟議規程」の定めるところにより、当社の取締
役の職務の執行にかかる情報を、文書または電磁的媒体に記録し、保存及び管理す
る。当社の取締役及び監査役は、これらの文書または記録を常時閲覧できるものと
する。
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③ 損失の危険の管理に関する規程その他の体制
　当社及び子会社は、リスク管理行動指針として、「リスク管理規程」を当社及び
子会社の役員及び従業員に周知する。グループ各社は、固有のリスクに対応するた
め、規則、ガイドラインの制定、研修の実施、マニュアルの作成配布等を行うもの
とし、グループ横断的リスク状況の監視及び対応は当社が行うものとする。定期的
なリスク管理体制の見直しを当社の取締役会において行い、問題点の把握と改善に
努める。新たに生じたリスクについては、速やかに対応責任者を定めて迅速な対応
を行い、損害の拡大を防止する体制を整える。

④ 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
　当社及び子会社の取締役会は、当社ならびに子会社の取締役及び使用人が共有す
る全社的な目標を定め、この浸透を図るとともに、目標達成の進捗状況を管理でき
るよう、当社及び子会社の取締役会における月次の業績報告により、取締役が期中
においてグループ全体の業績をタイムリーに把握できる体制を整備する。その他、
この目標達成に向けてグループ各社が実施すべき具体的な目標及び権限分配を含め
た効率的な達成方法を定めるため、以下の経営管理システムを用いて、取締役の職
務の執行の効率化を図る。

　　・職務権限・意思決定ルールの策定
　　・経営会議の設置
　　・中期経営計画の策定
　　・中期経営計画に基づく業績目標と予算の設定
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⑤ 当社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
　当社は、子会社の業務の適正を確保するために、「関係会社管理規程」を制定
し、同規程に従って、適切に管理する。
　当社は、子会社の自主性を尊重しつつも、子会社の業務及び取締役の職務の執行
の状況を当社の取締役会及び経営会議にて定期的に報告を受け、会計業務、経営等
に関する事項について適宜意見を提示する。子会社の重要事項は、当社取締役会及
び経営会議において精査すること等により、子会社の取締役の職務の執行の効率化
を図るとともに、その職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための
統制を行うことで、当社グループの業務の適正を確保する。
　当社の監査役は定期的に子会社の監査役等と意思疎通・情報交換を図り、必要に
応じて子会社を調査する。
　当社の「内部通報制度」の窓口を、当社グループ共有のものとして設置するとと
もに、通報を行った者が当該報告をしたことを理由に当社グループ内で不利な扱い
を受けないことを確保する体制を整える。

⑥ 当社の監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当
該使用人に関する事項及び当該使用人の当社の取締役からの独立性ならびに当該
使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項
　当社の監査役は、必要に応じて当社の内部監査担当者を補助者とし、監査業務に
必要な事項を命令することができる。当社の内部監査担当者は、当社の監査役会と
の協議により監査役の要望した事項の臨時監査を実施し、その結果を監査役会に報
告する。
　監査役より監査業務に必要な命令を受けた補助者は、その命令に関して監査役以
外の者の指揮命令を受けない。なお、補助者の人事考課及び異動に関しては、監査
役の意見を尊重するものとする。
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⑦ 取締役及び使用人が監査役に報告をするための体制その他の監査役への報告に関
する体制

　当社は、監査役の要請に応じて下記の項目を主なものとする報告及び情報提供を
行うこととするほか、常勤の監査役が取締役会のほか経営会議をはじめとする社内
の重要会議等に出席し、自ら能動的に情報収集ができる体制を確保する。
・当社の内部統制システム構築に関する各部署の状況
・当社の重要な会計方針、会計基準及びその変更
・業績及び業績見込の発表内容、重要開示書類の内容
・内部通報制度の運用及び通報の内容
・稟議書及び監査役から要求された会議議事録の回付の義務付け
　当社グループの役員及び従業員は、当社グループに重大な損害を与える事項が発
生または発生する恐れがある場合、当社グループの役員及び従業員による違法また
は不正を発見した場合、その他監査役会が報告すべきものと定めた事項が生じたと
きは、適時、適切な方法により監査役に報告する。この監査役への報告を行った者
に対し、当該報告をしたことを理由として不利な取り扱いを行うことを禁じ、その
旨を当社グループの役員及び従業員に周知徹底する。

⑧ その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
　取締役及び従業員の監査役監査に対する理解を深め、監査役監査の環境を整備す
るよう努める。監査役は、代表取締役社長との定期的な意見交換会を開催し、適切
な意思疎通及び効果的な監査業務の遂行により経営監視機能の強化及び向上を図
り、また、その職務の遂行上必要と認める場合には、弁護士、公認会計士、税理士
等の外部の専門家を利用することができる。
　監査役が監査役の職務の執行について生ずる費用の前払いまたは償還等の請求を
したときは、当該監査役の職務の執行に必要でないと認められた場合を除き、速や
かに当該費用または債務を処理する。

－ 4 －



　⑵ 業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要
　　　当社は、監査役制度を採用しており、取締役会、監査役会の各機関を設置して

おります。取締役会は社外取締役3名を含む8名の取締役で構成されておりま
す。監査役会は３名の社外監査役で構成され、うち１名を常勤監査役として選定
しております。

　　　当社は、取締役会規程を含む社内規程を制定し、取締役が法令及び定款に則っ
て行動するよう徹底しております。当事業年度は23回の取締役会を開催し、各
議案の審議では活発な意見交換がなされております。

　　　監査役は、当事業年度において10回の監査役会を開催し、監査役会において
定めた監査計画に基づき、監査を実施しております。監査役は、取締役会決議そ
の他の取締役の意思決定に関して、法的義務の履行状況を、事実認識の正確性、
意思決定過程の合理性、意思決定内容の適法性及び経営者としての合理性等の観
点から監視検証しております。

　　　子会社に対しては、一定基準に該当する重要事項については、当社取締役会で
の報告を義務付けており、子会社を含む当社グループの業務執行状況が、当社取
締役会で報告されることにより、社外監査役が、独立した立場から当社グループ
の経営に関する監視ができるとともに、社外取締役が、独立した立場から当社グ
ループの経営への監督、関与ができる体制を整備しております。

　　　また、常勤監査役は、重要な会議等への出席や、代表取締役、会計監査人と定
期的に情報交換等をすることで、取締役の職務執行の監査、内部統制システムの
整備及び運用状況を確認しております。
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連　結　注　記　表
（自　2022年６月１日　至　2023年５月31日）

Ⅰ. 連結計算書類の作成のための基本となる重要な事項に関する注記等
１. 連結の範囲に関する事項

⑴ 連結子会社の状況
連結子会社の数　９社
連結子会社の名称
　Shinwa Auction株式会社
　Shinwa Prive株式会社
　Shinwa ARTEX株式会社
　Shinwa Market株式会社
　シンワメディコ株式会社
　SHINWA APEC MALAYSIA SDN. BHD.
　シンワクリエイト株式会社
　アイアート株式会社
　Edoverse株式会社

⑵ 非連結子会社の状況
非連結子会社の数　２社
非連結子会社の名称
　Shinwa Medico Hong Kong Limited
　SHINWA MYANMAR COMPANY LIMITED
　非連結子会社は、小規模会社であり、合計総資産、売上高、当期純損益及び利益剰余金等は、連結計算書
類に重要な影響を及ぼしていないため、連結の範囲から除いております。

２. 持分法の適用に関する事項
⑴ 持分法を適用した関連会社の状況

該当事項はありません。

⑵ 持分法を適用していない関連会社の状況
持分法を適用していない関連会社の数　２社
持分法を適用していない関連会社の名称
　ASIAN ART AUCTION ALLIANCE COMPANY LIMITED
　中国芸術品投資管理有限公司
　持分法を適用していない関連会社は、当期純損益（持分に見合う額）及び利益剰余金（持分に見合う額）
等からみて、連結計算書類に及ぼす影響が軽微であるため、持分法の適用範囲から除外しております。
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３. 連結子会社の事業年度等に関する事項
連結子会社のうち、SHINWA APEC MALAYSIA SDN. BHD.の決算日は３月31日であります。
連結計算書類の作成に当たっては、同決算日の計算書類を使用しております。ただし、４月１日から連結決
算日５月31日までの期間に発生した重要な取引については、連結上必要な調整を行っております。

４. 会計方針に関する事項
⑴ 重要な資産の評価基準及び評価方法

イ 有価証券
その他有価証券

市場価格のない株式等以外のもの
時価法（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定）を採用し

ております。
市場価格のない株式等
移動平均法による原価法を採用しております。

ロ デリバティブ
時価法を採用しております。

ハ 棚卸資産
商品、製品及び仕掛品
個別法による原価法（貸借対照表価額は、収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定）を採
用しております。

⑵ 重要な減価償却資産の減価償却の方法
イ 有形固定資産（リース資産を除く）

主として定率法（ただし、1998年４月１日以降に取得した建物（建物附属設備は除く）について
は、定額法）を採用しております。なお、有形固定資産の一部（太陽光発電設備）については、定額
法を適用しております。

ロ 無形固定資産（リース資産を除く）
定額法を採用しております。
なお、自社利用のソフトウエアについては、社内における利用可能期間（５年）に基づいておりま

す。

５. 外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準
外貨建金銭債権債務は、期末日の直物為替相場により円換算し、換算差額は損益として処理しております。
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６. 重要な引当金の計上基準
⑴ 貸倒引当金

債権の貸倒損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権につい
ては個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。

⑵ 賞与引当金
従業員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額に基づき計上しております。

７. 収益及び費用の計上基準
当社及び連結子会社の顧客との契約から生じる収益に関する主要な事業における主な履行義務の内容及び

当該履行義務を充足する通常の時点（収益を認識する通常の時点）は以下のとおりであります。
なお、履行義務に対応する対価は、履行義務が充足された後、概ね１～２ヵ月以内に受領しているため、

重要な金融要素を含んでおりません。また、対価の金額が変動しうる変動対価はありません。
⑴ オークション事業

履行義務に対する主な対価は、成約手数料及び落札手数料であります。当社が開催するオークション
において出品物が出品された時に履行義務が充足されるものの、契約上出品物が落札されることが成約
手数料及び落札手数料の請求条件としていることから、落札時に収益を認識しております。

(2) プライベートセール
顧客に商品を引き渡した時点において顧客が商品に対する支配を獲得し、履行義務が充足されること

から、商品の引渡時点で収益を認識しております。
(3)　資産防衛ダイヤモンド事業

顧客に商品を引き渡した時点において顧客が商品に対する支配を獲得し、履行義務が充足されること
から、商品の引渡時点で収益を認識しております。

(4)　売電関連事業
当事業における履行義務は、売電契約に基づき、契約期間にわたり、継続的に電力の供給を行うこと

であり、時の経過に応じて履行義務が充足されることから、会計期間に対応した収益を認識しておりま
す。

(5）PKS事業
商品の船積時点において、顧客が商品に対する支配を獲得したと考えられることから、履行義務が充

足したと判断し、収益を認識しております。

8. その他連結計算書類の作成のための重要な事項
⑴ 退職給付に係る会計処理の方法

当社及び一部の連結子会社は、退職給付に係る負債及び退職給付費用の計算に、退職給付に係る期末要支
給額を退職給付債務とする方法を用いた簡便法を適用しております。

⑵ 消費税等の会計処理
控除対象外消費税及び地方消費税は、当連結会計年度の費用として処理しております。

９. のれんの償却方法及び償却期間
12年間の定額法により償却を行っております。
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Ⅱ. 会計上の見積りに関する注記
１.棚卸資産の評価
（１）当連結会計年度の連結計算書類に計上した金額

商品　1,242,794千円

（２）識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報
当社グループは、棚卸資産の評価基準について、個別法による原価法（収益性の低下に基づく簿価切り

下げの方法により算定）を採用しております。具体的には棚卸資産の特性上、一定の期間、一定の率を用
いて毎期規則的に切り下げを行うこと基本としています。

しかし、将来の不確実な経済環境の変動等により見直しが必要となった場合、翌連結会計年度以降の
連結計算書類において影響を与えます。

２.繰延税金資産の回収可能性
（１）当連結会計年度の連結計算書類に計上した金額

繰延税金資産　169,544千円

（２）識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報
繰延税金資産の認識は、将来の事業計画に基づく課税所得の発生時期及び金額によって見積もっており

ます。当該見積りは、将来の不確実な経済条件の変動などによって影響を受ける可能性があり、実際に発
生した課税所得の時期及び金額が見積りと異なった場合、翌連結会計年度の連結計算書類において、繰延
税金資産の金額に重要な影響を与える可能性があります。

3. のれんの回収可能性
（１）当連結会計年度の連結計算書類に計上した金額

のれん　659,793千円
（２）識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報

のれんの回収可能性は、取得時に見込んだ超過収益力について、事業計画に基づく将来キャッシュ・フ
ローをモニタリングすることによって、減損の兆候を判定し、減損の認識についての判断及び減損損失の
測定を実施しております。減損損失の測定の実施にあたっては、回収可能価額を見積将来キャッシュ・フ
ローの割引現在価値として算定した使用価値により測定しております。

使用価値の算定における重要な仮定は、経営者によって承認された事業計画及び割引率であり、事業計
画は主に取扱高の影響を受け、割引率は加重平均資本コストを基礎に算定しております。なお、翌連結会
計年度において当初想定した収益等が見込めなくなり、減損の必要性を認識した場合には、翌連結会計年
度において、のれんの減損処理を行う可能性があります。

－ 9 －



商品 122,117千円

1年内返済予定の長期借入金
長期借入金

17,332千円
104,012千円

３. 有形固定資産の減価償却累計額 181,722千円

４ 流動負債「その他」のうち、契約負債の残高 63,348千円

売上高のうち、顧客との契約から生じる収益の額 3,647,215千円

株 式 の 種 類 当 連 結 会 計 年 度
期 首 の 株 式 数

当 連 結 会 計 年 度
増 加 株 式 数

当 連 結 会 計 年 度
減 少 株 式 数

当 連 結 会 計 年 度
末 の 株 式 数

普 通 株 式 9,651,518株 415,000株 －株 10,066,518株

Ⅴ. 連結貸借対照表に関する注記
１. 担保資産及び担保付債務

担保に供している資産は、次のとおりであります。

担保付債務は、次のとおりであります。

２. オークション未収入金及びオークション未払金は、オークション事業により発生する落札者及び出品者に対
する未決済債権及び債務残高であります。
なお、オークション未収入金及びオークション未払金の期末残高は、期末日とオークション開催日との関係
によって増減いたします。

Ⅵ．連結損益計算書に関する注記

Ⅶ. 連結株主資本等変動計算書に関する注記
１. 発行済株式の種類及び総数に関する事項

（注）当連結会計年度の発行済株式の増加株式数は、新株予約権の行使にともなう新株発行によるものです。

２. 自己株式の種類及び株式数に関する事項
該当事項はありません。

３. 新株予約権等に関する事項
当連結会計年度の末日において発行している新株予約権等（権利行使期間の初日が到来していないものを除
く）の目的となる株式の数

普通株式　1,225,400株

４. 剰余金の配当に関する事項
当連結会計年度中に行った剰余金の配当に関する事項

該当事項はありません。

基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの
該当事項はありません。
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連結貸借対照表
計上額（千円） 時 価 （ 千 円 ） 差 額 （ 千 円 ）

（1）投資有価証券 5,513 5,513 －

（2）長期貸付金 70,604

　　　 貸倒引当金（※３） △68,215

2,388 2,388 －

資産計 7,901 7,901 －
（1）長期借入金（１年内返済予定を含む） 273,429 273,429 －

負債計 273,429 273,429 －

デリバティブ取引（※４） （1,647） （1,647） －

区分 連結貸借対照表計上額（千円）
投資有価証券 21,460
関係会社株式 60,600

Ⅷ. 金融商品に関する注記
１. 金融商品の状況に関する事項

当社グループは、事業計画に照らして、必要な資金を主に銀行借入により調達しております。一時的な余
裕資金の運用は銀行預金に限定しており、それ以外の金融商品による運用は行っておりません。

営業債権である売掛金とオークション未収入金は、顧客の信用リスクに晒されております。オークション
未収入金に係る顧客の信用リスクは、落札代金の入金確認後に作品を引き渡すことによりリスク低減を図っ
ております。

前渡金はオークション出品者に対して、予想される落札に対するオークション出品代金の一部の前渡しを
するものであり、作品の預り及びオークション未払金との相殺を前提としております。

長期貸付金は、貸付先に対する信用リスクに晒されております。当該リスクに関しては、貸付先ごとの期
日管理、残高管理を行うとともに、定期的に主要貸付先の信用状況を確認しております。

長期借入金は、設備投資に係る資金調達を目的にしております。長期借入金は金利変動リスクに晒されて
おりますが、その一部はデリバティブ取引（金利スワップ取引）を利用してリスクヘッジをしております。

２. 金融商品の時価等に関する事項
2023年５月31日（当連結会計年度末日）における連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額について

は、次のとおりであります。

※１ 「現金及び預金」については、現金であること、預金は短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似する
ものであることから、記載を省略しております。

※２ 「売掛金」、「オークション未収入金」、「前渡金」、「買掛金」、「オークション未払金」については、
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額に近似していることから、記載を省略しております。

※３ 長期貸付金に個別に計上している貸倒引当金を控除しております。
※４ デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しており、合計で正味の債務となる項目に

ついては（　）で示しております。
※５ 市場価格のない株式等は、上表には含めておりません。当該金融商品の連結貸借対照表計上額は以下のとお

りであります。
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１年以内
（千円）

１年超５年以内
（千円）

５年超10年以内
（千円）

10年超
（千円）

現 金 及 び 預 金 2,273,123 － － －

売 掛 金 50,729 － － －

オークション未収入金 261,379 － － －

長 期 貸 付 金 － － － －

合 計 2,585,232 － － －

１年以内
（千円）

１年超
２年以内
（千円）

２年超
３年以内
（千円）

３年超
４年以内
（千円）

４年超
５年以内
（千円）

５年超
（千円）

長期借入金
（１年内返済予定
を含む）

35,308 35,548 35,882 39,556 39,556 87,579

合計 35,308 35,548 35,882 39,556 39,556 87,579

３. 金銭債権の連結決算日後の償還予定額

（注）長期貸付金70,604千円については、償還予定時期が確定していないため、上表に含めておりません。

４. 借入金の連結決算日後の返済予定額

5．  金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項
 金融商品の時価を、時価の算定に係るインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の３つのレベル

に分類しております。
レベル１の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成される当該時価

の算定の対象となる資産又は負債に関する相場価格により算定した時価
レベル２の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、レベル１のインプット以外の時価の算定

に係るインプットを用いて算定した時価
レベル３の時価：観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価

時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットがそれぞ
れ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しております。
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区分
時価（千円）

レベル１ レベル２ レベル３ 合計
投資有価証券 5,513 － － 5,513
デリバティブ取引 － （1,647） － （1,647）

区分
時価（千円）

レベル１ レベル２ レベル３ 合計
長期貸付金 － 2,388 － 2,388
資産計 － 2,388 － 2,388
長期借入金（１年内返済予定を含む） － 273,429 － 273,429
負債計 － 273,429 － 273,429

(1）時価で貸借対照表に計上している金融商品

（注）時価の算定に用いた評価技法及びインプットの説明
投資有価証券
　相場価格を用いて評価しております。活発な市場で取引されているため、その時価をレベル１の時価に分
類しております。
デリバティブ取引
　金利スワップの時価は、取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しているため、その時価をレ
ベル２の時価に分類しております。

(2）時価で連結貸借対照表に計上している金融商品以外の金融商品

（注）時価の算定に用いた評価技法及びインプットの説明
長期貸付金
　貸付先の財務内容等を勘案し、回収見込額を見積もっていることから、レベル２の時価に分類しておりま
す。回収見込額に基づいて貸倒引当金を計上しているため、時価は貸借対照表価額から貸倒引当金を控除し
た金額に近似することから当該帳簿価額によっております。
長期借入金
　主に変動金利によるものであり、短期間で市場金利を反映するため、時価が帳簿価額に近似することから
当該帳簿価額によっているため、その時価をレベル２の時価に分類しております。
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報告セグメント
アート関連事業 その他事業 計

オークション事業 1,385,027 － 1,385,027
プライベートセール 1,123,082 － 1,123,082
資産防衛ダイヤモンド事業 847,827 － 847,827
売電関連事業 － 29,530 29,530
PKS事業 － 164,544 164,544
その他 97,202 － 97,202
顧客との契約から生じる収益 3,453,140 194,075 3,647,215
その他の収益 － － －
外部顧客への売上高 3,453,140 194,075 3,647,215

当連結会計年度（千円）

顧客との契約から生じた債権(期首残高) 137,155

顧客との契約から生じた債権(期末残高) 312,108

契約負債(期首残高) 66,229

契約負債(期末残高) 63,348

Ⅸ．収益認識に関する注記
(1）顧客との契約から生じる収益を分解した情報

（単位：千円）

(2）収益を理解するための基礎となる情報
顧客との契約及び履行義務については、「１．連結計算書類の作成のための基本となる重要な事項に関する注

記等　(4) 会計方針に関する事項　７．収益及び費用の計上基準」に記載のとおりであります。

(3）当連結会計年度及び翌連結会計年度以降の収益の金額を理解するための情報
①　契約資産及び契約負債の残高等

契約負債は、主に資産防衛ダイヤモンド事業の顧客からの前受金に関連するものであります。契約負債は、
収益の認識に伴い取り崩されます。

②　残存履行義務に配分した取引価格
当初に予想される契約期間が１年を超える重要な取引がないため、実務上の便法を適用し、残存履行義務に

関する情報の記載を省略しております。

－ 14 －



１株当たり純資産額 351円70銭
１株当たり当期純利益 37円49銭

Ⅹ. １株当たり情報に関する注記

Ⅺ. 重要な後発事象に関する注記
（資本金の額の減少及び剰余金の処分）

　当社は、2023年7月27日開催の取締役会において、2023年８月28日の第34回定時株主総会に資本金の額の

減少と剰余金の性分について付議することを決議しました。

１．資本金の額の減少及び剰余金の処分の目的

　企業価値の持続可能な成長を実現するための経営戦略の一環として、事業規模に応じた適切な税制の適用に

より、税負担の軽減を図り、資本政策の柔軟性および機動性を確保するとともに利益剰余金の欠損を解消し、

財務体質の健全化を図ることを目的として、会社法第447条第１項の規定に基づく資本金の額の減少及び会社

法第452条の規定に基づく剰余金の処分を行うこととしました。

２．資本金の額の減少の内容

　資本金の額1,674,567,246円のうち、1,624,567,246円を減少し、50,000,000円とし、減少する資本金の額

の全額を、その他資本剰余金に振り替えます。

３．資本金の額の減少の方法

　払戻を行わない無償減資とし、発行済株式総数の変更は行わず、資本金及び資本準備金の額のみを減少いた

します。資本金の額を減少し、全額をその他資本剰余金へ振り替えます。

４．剰余金の処分の内容

　会社法第452条の規定に基づき、上記の効力が生じた後に振り替えたその他資本剰余金1,624,567,246円の

うち、147,397,148円を繰越利益剰余金に振り替え、欠損填補に充当いたします。これにより利益剰余金の額

は０円となります。

(1）減少する剰余金の項目及びその額

　その他資本剰余金　147,397,148円

(2）増加する剰余金の項目及びその額

　繰越利益剰余金　　147,397,148円
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(1）取締役会決議日 2023年７月27日

(2）株主総会決議日 2023年8月28日（予定）

(3）債権者異議申述公告日 2023年８月29日（予定）

(4）債権者異議申述最終期日 2023年９月29日（予定）

(5）効力発生日 2023年10月１日（予定）

（１） 名称 伊勢彦信

（２） 所在地 富山県高岡市

（３） 当社との関係 当社取締役会長

（１） 名称 倉田陽一郎

（２） 所在地 東京都江戸川区

（３） 当社との関係 当社代表取締役

５．日程

６．その他の重要な事項

　本件は、「純資産の部」における科目間の振り替えであり、当社の純資産の額の変動はなく、業績に与える

影響はありません。

（主要株主の異動）

　2023年７月５日、当社取締役会長である伊勢彦信がその保有する当社普通株式の全部である 1,814,475株

を、2023年7月31日付で、市場外での相対取引により倉田陽一郎、秋元之浩、リーテイルブランディング株

式会社へそれぞれ譲渡（以下「本譲渡」といいます。）する旨の契約を締結しました。

　本譲渡により、以下のとおり、当社の主要株主、当社の主要株主である筆頭株主の異動が生じました。

１．異動する株主の概要

①主要株主及び主要株主である筆頭株主でなくなる株主の概要

②新たに主要株主及び主要株主である筆頭株主となる株主の概要
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(１）名称 リーテイルブランディング株式会社

(２）所在地 東京都港区北青山 2-12-16 北青山吉川ビル 9F

(３）代表者の役職・氏名 代表取締役社長・秋元之浩

(４） 事業内容 購買物流調達支援 、バックオフィスサポート、M&A、店
舗企画 、MD開発 、投資事業

(５）設立年 2000年8月

(６）資本金の額 391,180,330円

(７）大株主及び持分比率 秋元之浩 76.2％

(８）上場会社及び上場会社との関係

資本関係 当社の普通株主708,580株(2023年
5月31日現在)を保有

取引関係 該当事項はありません。

人的関係 当社取締役の秋元之浩が、代表取
締役を務めております。

関連当事者への
該当状況 該当事項はありません。

議決権の数
（所有株式数）

総株主の議決
権の数に対す

る割合
大株主順位

異  動  前
（2023年５月31日現在）

18,144個
（1,814,475株） 18.04％ 第１位

異  動  後 0個
（0株） 0％ －

議決権の数
（所有株式数）

総株主の議決
権の数に対す

る割合
大株主順位

異  動  前
（2023年５月31日現在）

4,137個
（413,712株） 4.11％ 第４位

異  動  後 15,137個
（1,513,712株） 15.05％ 第１位

③新たに主要株主となる株主の概要

２．異動前後における当該株主の所有する議決権の数（所有株式数）及び総株主の議決権の数に対する割合

①伊勢彦信

②倉田陽一郎
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議決権の数
（所有株式数）

総株主の議決
権の数に対す

る割合
大株主順位

異  動  前
（2023年５月31日現在）

7,085個
（708,580株） 7.04％ 第２位

異  動  後 11,085個
（1,108,580株） 11.02％ 第２位

③リーテイルブランディング株式会社

※１．2023年5月31日現在の総議決権数(100,568個)を分母として計算しております。

※２．「総株主の議決権の数に対する割合」については、小数点以下第三位を四捨五入しております。

※３．異動後の大株主順位は、2023年5月31日現在の株主名簿に、本譲渡を考慮して当社において想定した

ものです。

３．異動年月日

2023年７月31日
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個　別　注　記　表
（自　2022年６月１日　至　2023年５月31日）

Ⅰ. 重要な会計方針に係る事項に関する注記
１. 資産の評価基準及び評価方法

⑴ 有価証券の評価基準及び評価方法
①子会社及び関連会社株式
　移動平均法による原価法
②その他有価証券
　市場価格のない株式等以外のもの
　時価法（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定）
　市場価格のない株式等
　移動平均法による原価法

⑵ 棚卸資産の評価基準及び評価方法
商品
個別法による原価法（貸借対照表価額は、収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定）

２. 固定資産の減価償却の方法
⑴ 有形固定資産

定率法
ただし、1998年４月１日以降に取得した建物（建物附属設備は除く）については、定額法によっておりま
す。

⑵ 無形固定資産（リース資産を除く）
定額法を採用しております。
なお、自社利用のソフトウエアについては、社内における利用可能期間（５年）に基づいております。

３. 外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準
外貨建金銭債権債務は、期末日の直物為替相場により円換算し、換算差額は損益として処理しております。

４. 引当金の計上基準
⑴ 貸倒引当金

債権の貸倒損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権につい
ては個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。

⑵ 賞与引当金
従業員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額に基づき計上しております。

⑶ 退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務に基づき計上しております。
なお、当社は、従業員数300人未満の小規模企業等に該当するため、簡便法を採用しております。

５. 収益及び費用の計上基準
当社の顧客との契約から生じる収益に関する主要な事業における主な履行義務の内容及び当該履行義務を充

足する通常の時点（収益を認識する通常の時点）は以下のとおりであります。
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なお、履行義務に対応する対価は、履行義務が充足された後、概ね１～２ヵ月以内に受領しているため、重
要な金融要素を含んでおりません。また、対価の金額が変動しうる変動対価はありません。
⑴ プライベートセール

連結計算書類の「連結注記表　１．連結計算書類の作成のための基本となる重要な事項に関する注記等　
７．収益及び費用の計上基準」に記載のとおりであります。

(2) 　経営指導料
子会社の企業経営全般に関するサービスの提供を履行義務として、子会社に対し月単位で継続的に行われ
るため、一定の期間にわたり充足される履行義務と判断しており、当該サービスは、役務を提供する月単
位で収益を認識しております。

Ⅱ. 会計上の見積りに関する注記
１．棚卸資産の評価

（１）当事業年度の計算書類に計上した金額
商品　221,209千円

（２）識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報
連結計算書類の「連結注記表　Ⅱ．会計上の見積りに関する注記　１.棚卸資産の評価）」に記載した

内容と同一であります。

２．繰延税金資産の回収可能性
（１）当事業年度の計算書類に計上した金額

繰延税金資産　94,209千円

（２）識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報
連結計算書類の「連結注記表　Ⅱ．会計上の見積りに関する注記　２.繰延税金資産の回収可能性」に

記載した内容と同一であります。

３．関係会社に対する投融資の評価
（１）当事業年度の計算書類に計上した金額

関係会社株式　　　　1,191,656千円
関係会社長期貸付金　　944,109千円
貸倒引当金　　　　　△350,140千円

（２）識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報
関係会社株式については、関係会社の実質価額が取得価額に比べ著しく下落した場合、将来の事業計

画等により回復可能性が十分な証拠により裏付けられている場合を除き、減損処理を行うこととしてお
ります。事業計画は、将来の不確実な経済条件の変動などにより影響を受け、実際の業績が計画と異な
った場合、翌事業年度の計算書類において、関係会社株式の金額に重要な影響を与える可能性がありま
す。また、関係会社が債務超過となった場合、関係会社貸付金の貸倒れによる損失に備えるため、関係
会社の純資産額を基礎として個別に回収可能性を勘案して回収不能見込額を算定し、当該回収不能見込
額を貸倒引当金として計上しております。
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２. 有形固定資産の減価償却累計額 144,138千円

Shinwa ARTEX株式会社 121,344千円

短期金銭債権 581,477千円

売上高 716,812千円

受取利息 11,864千円

Ⅴ. 貸借対照表に関する注記
１. オークション未収入金及びオークション未払金は、オークション事業により発生する落札者及び出品者に対

する未決済債権及び債務残高であります。
なお、オークション未収入金及びオークション未払金の期末残高は、期末日とオークション開催日との関係
によって増減いたします。

３. 偶発債務
保証債務
以下の関係会社の金融機関からの借入に対し債務保証を行っております。

４. 関係会社に対する金銭債権は次のとおりであります（区分表示されたものを除く）。

Ⅵ. 損益計算書に関する注記
関係会社との取引高
営業取引による取引高

営業取引以外による取引高

Ⅶ. 株主資本等変動計算書に関する注記
当事業年度の末日における自己株式の種類及び数
該当事項はありません。
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賞与引当金否認額 544千円
退職給付引当金否認額 620千円
未払事業税否認額 5,490千円
減価償却超過額 158千円
貸倒引当金否認額 107,503千円
棚卸商品評価損否認額 27,248千円
関係会社株式評価損否認額 34,753千円
投資有価証券評価損 11,505千円
資産除去費用否認額 3,888千円
繰越欠損金 65,318千円
その他 13,045千円
小計 270,076千円
評価性引当額 △175,864千円
繰延税金資産合計 94,212千円

繰延税金負債
その他有価証券評価差額金 △3千円
繰延税金負債合計 △3千円

繰延税金資産の純額 94,209千円

種 類 会 社 等 の
名 称

議決権等の
所有（被所
有 ） 割 合

関連当事者
と の 関 係 取 引 内 容 取 引 金 額

( 千 円 ) 科 目 期 末 残 高
( 千 円 )

子 会 社 Shinwa Auction
株 式 会 社

所有
直接  100% 役員の兼任

経 営指 導 料
の 収 入 78,000 未 収 入 金 14,105

商 品 売 上 475,902 売 掛 金 500,091

資 金の 貸 付 120,000 関 係 会 社
短 期 貸 付 金

－
資 金の 回 収 148,000

受 取 利 息 581 未 収 利 息 －

子 会 社 Shinwa Prive
株 式 会 社

所有
直接  100% 役員の兼任

経 営指 導 料
の 収 入 54,000 未 収 入 金 4,977

商 品 売 上 700 売 掛 金 57,000

資 金の 貸 付 － 関 係 会 社
長 期 貸 付 金

268,140

受 取 利 息 4,022 未 収 利 息 －

Ⅷ. 税効果会計に関する注記
繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因
繰延税金資産

Ⅸ. 関連当事者との取引に関する注記
１. 子会社及び関連会社等
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種 類 会 社 等 の
名 称

議決権等の
所有（被所
有 ） 割 合

関連当事者
と の 関 係 取 引 内 容 取 引 金 額

( 千 円 ) 科 目 期 末 残 高
( 千 円 )

子 会 社 Shinwa ARTEX
株 式 会 社

所有
直接  100% 役員の兼任

経 営指 導 料
の 収 入 54,000 未 収 入 金 5,041

商 品 売 上 210 売 掛 金 －

資 金の 貸 付 － 関 係 会 社
長 期 貸 付 金
（注）２

484,000
受 取 利 息 7,259

債 務 保 証
（注）３ 121,344 未 収 利 息 －

子 会 社 ア イ ア ー ト
株 式 会 社

所有
直接  100% 役員の兼任 経 営指 導 料

の 収 入 54,000 売 掛 金 －

子 会 社
S H I N W A 
A P E C
M A L A Y S I A
S D N . B H D .

所有
間接  100% 役員の兼任 資 金の 貸 付 －

関 係 会 社
長 期 貸 付 金
（注）４

172,804

種類 氏名

議決権等の
所有（被所
有）割合
（％）

関連当事者と
の関係

取引の
内容

取引金額
(千円)

科目
期末残高
（千円）

役員 伊勢　彦信
(被所有)
18.04

当社取締役
会長

新株予約権
の行使
(注)５

155,625 － －

２. 役員及び個人主要株主等

（注）１. 取引条件の決定にあたっては、資金の貸付については市場金利を勘案し行っております。
２. Shinwa ARTEX株式会社への関係会社長期貸付金に対する貸倒引当金残高は158,171千円であり、当事

業年度において貸倒引当金繰入額を17,697千円計上しております。
３. Shinwa ARTEX株式会社の銀行借入等に対して、債務保証を行っております。取引金額については期末

時点の保証債務残高を記載しております。
４. SHINWA APEC MALAYSIA SDN.BHD.への関係会社長期貸付金に対する貸倒引当金残高は172,804

千円であり、当事業年度において貸倒引当金繰入額を9,821千円計上しております。
５ 新株予約権（ストック・オプション）の権利行使による払込金額を記載しております。
６ 「Ⅻ.　重要な後発事象に関する注記」に記載のとおり、市場外での相対取引により伊勢彦信氏の所有す

る当社株式の議決権等の所有割合が18.04%から－%に減少する見込みのため、同氏は当社の主要株主で
はなくなる見込みです。なお、議決権等の被所有割合は、当該取引直前の被所有割合を記載しておりま
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１株当たり純資産額 290円36銭
１株当たり当期純利益 ３円21銭

す。

Ⅹ．収益認識に関する注記
収益を理解するための基礎となる情報
顧客との契約及び履行義務については、「Ⅰ．重要な会計方針に係る事項に関する注記　５．収益及び費用の

計上基準」に記載のとおりであります。

Ⅺ. １株当たり情報に関する注記

Ⅻ. 重要な後発事象に関する注記
連結計算書類の「連結注記表　Ⅺ. 重要な後発事象に関する注記」に記載した内容と同一であります。
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